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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機のパケット送信方法であって、
　無線チャネル環境に基づいて複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決
定するステップと、
　前記決定された符号化方式に対応する拡散因子を決定するステップと、
　前記決定された拡散因子及び前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケ
ンスに基づいてプリアンブルを構成するステップと、
　前記決定された符号化方式をパケットのペイロードに適用することによって前記パケッ
トのペイロードを符号化するステップと、
　前記プリアンブル及び前記ペイロードを含むパケットを受信機に送信するステップと、
を有し、
　前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、互いに直交することを特徴とするパケット
送信方法。
【請求項２】
　前記プリアンブルは、前記拡散因子によって拡散された基本プリアンブルシーケンスを
含むことを特徴とする請求項１に記載のパケット送信方法。
【請求項３】
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　前記複数の符号化方式のそれぞれに対応して複数の拡散因子が予め設定され、前記複数
の拡散因子にそれぞれ対応して設定される前記複数の基本プリアンブルシーケンスから、
前記決定された符号化方式に対応する拡散因子が適用された拡散シーケンスに基づいて基
本プリアンブルシーケンスを決定するステップを更に含むことを特徴とする請求項２に記
載のパケット送信方法。
【請求項４】
　前記送信機及び前記受信機は、前記決定された符号化方式に対応する拡散因子に関する
情報を共有するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のパケット送信方法。
【請求項５】
　前記パケットは、前記決定された符号化方式を示す指示子を更に含むことを特徴とする
請求項１に記載のパケット送信方法。
【請求項６】
　前記受信機から前記無線チャネル環境に関するフィードバックを受信するステップを更
に含み、
　前記符号化方式を決定するステップは、前記フィードバックに基づいて前記複数の符号
化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決定するステップを含むことを特徴とする請
求項１に記載のパケット送信方法。
【請求項７】
　請求項１に記載のパケット送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　送信機であって、
　無線チャネル環境に基づいて複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決
定し、前記決定された符号化方式に対応する拡散因子を決定し、前記決定された拡散因子
及び前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブ
ルを構成し、前記決定された符号化方式をパケットのペイロードに適用することによって
前記パケットのペイロードを符号化するプロセッサと、
　前記プリアンブル及び前記ペイロードを含むパケットを受信機に送信する通信部と、を
備え、
　前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、互いに直交することを特徴とする送信機。
【請求項９】
　受信機のパケット復号化方法であって、
　送信機からパケットを受信するステップと、
　前記パケットのプリアンブルに適用された拡散因子を検出するステップと、
　前記検出された拡散因子に基づいて前記パケットのペイロードに適用された符号化方式
を推定するステップと、
　前記推定された符号化方式に基づいて前記パケットのペイロードを復号化するステップ
と、を有し、
　前記検出された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、互いに直交し、
　前記プリアンブルは、前記検出された拡散因子及び前記検出された拡散因子に関する基
本プリアンブルシーケンスに基づいて構成されることを特徴とするパケット復号化方法。
【請求項１０】
　前記拡散因子を検出するステップは、前記プリアンブルの基本プリアンブルシーケンス
に基づいて拡散因子を検出することを特徴とする請求項９に記載のパケット復号化方法。
【請求項１１】
　前記拡散因子を検出するステップは、
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　複数の拡散因子にそれぞれ対応する複数の基本プリアンブルシーケンスと前記プリアン
ブルとの間の相関値を算出するステップと、
　前記相関値のうちの最も大きい相関値を有する基本プリアンブルシーケンスの１つに対
応する前記拡散因子のうちの１つを拡散因子として検出するステップと、を含むことを特
徴とする請求項１０に記載のパケット復号化方法。
【請求項１２】
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、直交することを特徴とする請求項１１に記
載のパケット復号化方法。
【請求項１３】
　前記推定された符号化方式は、第１符号化方式であり、
　前記パケットは、第２符号化方式を示す指示子を含み、
　前記パケット復号化方法は、
　前記指示子が示す前記第２符号化方式を検出するステップと、
　前記第１符号化方式と前記第２符号化方式とが同一であるか否かを判断するステップと
、を更に含み、
　前記パケットのペイロードを復号化するステップは、前記第１符号化方式と前記第２符
号化方式とが同一であると判断された場合、前記第１符号化方式に基づいてパケットのペ
イロードを復号化することを特徴とする請求項９に記載のパケット復号化方法。
【請求項１４】
　前記指示子を含むパケットのヘッダにエラーがあるか否かを判断するステップを更に含
み、
　前記第２符号化方式を検出するステップは、前記ヘッダにエラーがないと判断された場
合、第２符号化方式を検出することを特徴とする請求項１３に記載のパケット復号化方法
。
【請求項１５】
　前記第１符号化方式及び前記第２符号化方式の各々に対する加重値が予め設定され、
　前記パケットのペイロードを復号化するステップは、前記第１符号化方式と前記第２符
号化方式とが同一でないと判断された場合、前記第１符号化方式及び前記第２符号化方式
のうちからより大きい加重値を有する符号化方式を適用することによってパケットのペイ
ロードを復号化することを特徴とする請求項１３に記載のパケット復号化方法。
【請求項１６】
　前記パケットは、前記送信機によって前記パケットのペイロードに適用された符号化方
式を示す指示子を含み、
　前記パケット復号化方法は、
　前記推定された符号化方式を示す値を前記指示子に設定するステップと、
　前記推定された符号化方式を示す値が設定された指示子を含むパケットのヘッダにエラ
ーがあるか否かを判断するステップと、を更に含み、
　前記パケットのペイロードを復号化するステップは、前記ヘッダにエラーがないと判断
された場合、前記推定された符号化方式に基づいてパケットのペイロードを復号化するこ
とを特徴とする請求項９に記載のパケット復号化方法。
【請求項１７】
　前記パケットが送信された無線チャネル環境に関する情報を生成するステップと、
　前記無線チャネル環境に関する情報を前記送信機に送信するステップと、を更に含むこ
とを特徴とする請求項９に記載のパケット復号化方法。
【請求項１８】
　請求項９に記載のパケット復号化方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　受信機であって、
　送信機からパケットを受信する通信部と、
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　前記パケットのプリアンブルに適用された拡散因子を検出し、前記検出された拡散因子
に基づいて前記パケットのペイロードに適用された符号化方式を推定し、前記推定された
符号化方式に基づいて前記パケットのペイロードを復号化するプロセッサと、を備え、
　前記プリアンブルは、前記検出された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンス及
び前記検出された拡散因子に基づいて構成され、
　前記検出された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに直交することを特徴とする受信機。
【請求項２０】
　パケット符号化方法であって、
　パケットに適用される複数の符号化方式に関する情報を格納するステップと、
　前記複数の符号化方式の各々に対して異なる拡散因子を設定するステップと、
　無線チャネル環境に基づいて前記パケットのペイロードに前記複数の符号化方式のうち
のいずれか１つの符号化方式を適用することによって前記パケットのペイロードを符号化
するステップと、
　前記ペイロードに適用された符号化方式に対して設定された拡散因子及び前記設定され
た拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブルを構成するステ
ップと、を有し、
　前記設定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに直交することを特徴とするパケット符
号化方法。
【請求項２１】
　パケット符号化方法であって、
　異なる拡散因子を各々有する複数の符号化方式のうちからパケットが送信される無線チ
ャネル環境で最大スループットを提供する符号化方式を前記パケットのペイロードに適用
することによって前記パケットのペイロードを符号化するステップと、
　前記ペイロードに適用された符号化方式に対して設定された拡散因子及び前記設定され
た拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブルを構成するステ
ップと、を有し、
　前記設定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアン
ブルシーケンスのうちの１つであり、
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに直交することを特徴とするパケット符
号化方式。
【請求項２２】
　前記複数の符号化方式の各々は、前記符号化方式の拡散因子に対応して各々が異なるデ
ータ値に対応する異なる拡散シーケンスのセットを更に含み、
　前記パケットのペイロードを符号化するステップは、前記ペイロードに適用された符号
化方式の拡散シーケンスのセットの該当する拡散シーケンスによって前記ペイロードのデ
ータ値を拡散するステップを含むことを特徴とする請求項２１に記載のパケット符号化方
式。
【請求項２３】
　前記拡散シーケンスは、各拡散シーケンスのセット内で直交することを特徴とする請求
項２２に記載のパケット符号化方式。
【請求項２４】
　前記複数の符号化方式の各々は、異なる基本プリアンブルシーケンスを更に含み、
　前記パケットのプリアンブルを構成するステップは、前記ペイロードに適用された符号
化方式の基本プリアンブルシーケンスを前記ペイロードに適用された符号化方式の拡散因
子と同じ回数反復することによってパケットのプリアンブルを構成するステップを含むこ
とを特徴とする請求項２１に記載のパケット符号化方式。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリアンブルを用いてパケットを符号化及び復号化するための方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の放送及び通信環境は、様々なマルチメディアコンテンツが増加しているだけでは
なく、高品質（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：ＨＤ）コンテンツ又は超高品質（Ｕｌ
ｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：ＵＨＤ）コンテンツのような、大容量コンテ
ンツの増加により、ネットワーク上でデータの混雑が次第に深刻化している。大容量コン
テンツを高速に送信機から受信機に送信するためには、無線チャネル環境に適する符号化
方式が用いらなければならない。無線チャネル環境が優れている場合には、コンテンツの
データを送信するために、高いコードレートを有する符号化方式が適用されることがある
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、パケッ
ト符号化方法及びパケット送信方法とそのための送信機並びにパケット復号化方法とその
ための受信機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による送信機のパケット送信方法は
、無線チャネル環境に基づいて複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決
定するステップと、前記決定された符号化方式に対応する拡散因子を決定するステップと
、前記決定された拡散因子及び前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケ
ンスに基づいてプリアンブルを構成するステップと、前記決定された符号化方式をパケッ
トのペイロードに適用することによって前記パケットのペイロードを符号化するステップ
と、前記プリアンブル及び前記ペイロードを含むパケットを受信機に送信するステップと
、を有し、前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本
プリアンブルシーケンスのうちの１つであり、前記複数の基本プリアンブルシーケンスは
、互いに直交することを特徴とする。
【０００５】
　前記プリアンブルは、前記拡散因子によって拡散された基本プリアンブルシーケンスを
含み得る。
　前記パケット送信方法は、前記複数の符号化方式のそれぞれに対応して複数の拡散因子
が予め設定され、前記複数の拡散因子にそれぞれ対応して設定される前記複数の基本プリ
アンブルシーケンスから、前記決定された符号化方式に対応する拡散因子が適用された拡
散シーケンスに基づいて基本プリアンブルシーケンスを決定するステップを更に含み得る
。
　前記送信機及び前記受信機は、前記決定された符号化方式に対応する拡散因子に関する
情報を共有するように構成され得る。
　前記パケットは、前記決定された符号化方式を示す指示子を更に含み得る。
　前記パケット送信方法は、前記受信機から前記無線チャネル環境に関するフィードバッ
クを受信するステップを更に含み、前記符号化方式を決定するステップは、前記フィード
バックに基づいて前記複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決定するス
テップを含み得る。
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による送信機は、無線チャネル環境
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に基づいて複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決定し、前記決定され
た符号化方式に対応する拡散因子を決定し、前記決定された拡散因子及び前記決定された
拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブルを構成し、前記決
定された符号化方式をパケットのペイロードに適用することによって前記パケットのペイ
ロードを符号化するプロセッサと、前記プリアンブル及び前記ペイロードを含むパケット
を受信機に送信する通信部と、を備え、前記決定された拡散因子に関する基本プリアンブ
ルシーケンスは、複数の基本プリアンブルシーケンスのうちの１つであり、前記複数の基
本プリアンブルシーケンスは、互いに直交することを特徴とする。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による受信機のパケット復号化方法
は、送信機からパケットを受信するステップと、前記パケットのプリアンブルに適用され
た拡散因子を検出するステップと、前記検出された拡散因子に基づいて前記パケットのペ
イロードに適用された符号化方式を推定するステップと、前記推定された符号化方式に基
づいて前記パケットのペイロードを復号化するステップと、を有し、前記検出された拡散
因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアンブルシーケンスのうち
の１つであり、前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、互いに直交し、前記プリアン
ブルは、前記検出された拡散因子及び前記検出された拡散因子に関する基本プリアンブル
シーケンスに基づいて構成されることを特徴とする。
【０００８】
　前記拡散因子を検出するステップは、前記プリアンブルの基本プリアンブルシーケンス
に基づいて拡散因子を検出し得る。
　前記拡散因子を検出するステップは、複数の拡散因子にそれぞれ対応する複数の基本プ
リアンブルシーケンスと前記プリアンブルとの間の相関値を算出するステップと、前記相
関値のうちの最も大きい相関値を有する基本プリアンブルシーケンスの１つに対応する前
記拡散因子のうちの１つを拡散因子として検出するステップと、を含み得る。
　前記複数の基本プリアンブルシーケンスは、直交し得る。
　前記推定された符号化方式は、第１符号化方式であり、前記パケットは、第２符号化方
式を示す指示子を含み、前記パケット復号化方法は、前記指示子が示す前記第２符号化方
式を検出するステップと、前記第１符号化方式と前記第２符号化方式とが同一であるか否
かを判断するステップと、を更に含み、前記パケットのペイロードを復号化するステップ
は、前記第１符号化方式と前記第２符号化方式とが同一であると判断された場合、前記第
１符号化方式に基づいてパケットのペイロードを復号化し得る。
　前記パケット復号化方法は、前記指示子を含むパケットのヘッダにエラーがあるか否か
を判断するステップを更に含み、前記第２符号化方式を検出するステップは、前記ヘッダ
にエラーがないと判断された場合、前記第２符号化方式を検出し得る。
　前記第１符号化方式及び前記第２符号化方式の各々に対する加重値が予め設定され、前
記パケットのペイロードを復号化するステップは、前記第１符号化方式と前記第２符号化
方式とが同一でないと判断された場合、前記第１符号化方式及び前記第２符号化方式のう
ちからより大きい加重値を有する符号化方式を適用することによって前記パケットのペイ
ロードを復号化し得る。
　前記パケットは、前記送信機によって前記パケットのペイロードに適用された符号化方
式を示す指示子を含み、前記パケット復号化方法は、前記推定された符号化方式を示す値
を前記指示子に設定するステップと、前記推定された符号化方式を示す値が設定された指
示子を含むパケットのヘッダにエラーがあるか否かを判断するステップと、を更に含み、
前記パケットのペイロードを復号化するステップは、前記ヘッダにエラーがないと判断さ
れた場合、前記推定された符号化方式に基づいてパケットのペイロードを復号化し得る。
　前記パケット復号化方法は、前記パケットが送信された無線チャネル環境に関する情報
を生成するステップと、前記無線チャネル環境に関する情報を前記送信機に送信するステ
ップと、を更に含み得る。
【０００９】
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　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による受信機は、送信機からパケッ
トを受信する通信部と、前記パケットのプリアンブルに適用された拡散因子を検出し、前
記検出された拡散因子に基づいて前記パケットのペイロードに適用された符号化方式を推
定し、前記推定された符号化方式に基づいて前記パケットのペイロードを復号化するプロ
セッサと、を備え、前記プリアンブルは、前記検出された拡散因子に関する基本プリアン
ブルシーケンス及び前記検出された拡散因子に基づいて構成され、前記検出された拡散因
子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアンブルシーケンスのうちの
１つであり、前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに直交することを特徴とする
。
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるパケット符号化方法は、パケ
ットに適用される複数の符号化方式に関する情報を格納するステップと、前記複数の符号
化方式の各々に対して異なる拡散因子を設定するステップと、無線チャネル環境に基づい
て前記パケットのペイロードに前記複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式
を適用することによって前記パケットのペイロードを符号化するステップと、前記ペイロ
ードに適用された符号化方式に対して設定された拡散因子及び前記設定された拡散因子に
関する基本プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブルを構成するステップと、を有
し、前記設定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリア
ンブルシーケンスのうちの１つであり、前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに
直交することを特徴とする。
【００１１】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様によるパケット符号化方法は、異
なる拡散因子を各々有する複数の符号化方式のうちからパケットが送信される無線チャネ
ル環境で最大スループットを提供する符号化方式を前記パケットのペイロードに適用する
ことによって前記パケットのペイロードを符号化するステップと、前記ペイロードに適用
された符号化方式に対して設定された拡散因子及び前記設定された拡散因子に関する基本
プリアンブルシーケンスに基づいてプリアンブルを構成するステップと、を有し、前記設
定された拡散因子に関する基本プリアンブルシーケンスは、複数の基本プリアンブルシー
ケンスのうちの１つであり、前記複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに直交するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　前記複数の符号化方式の各々は、前記符号化方式の拡散因子に対応して各々が異なるデ
ータ値に対応する異なる拡散シーケンスのセットを更に含み、前記パケットのペイロード
を符号化するステップは、前記ペイロードに適用された符号化方式の拡散シーケンスのセ
ットの該当する拡散シーケンスによって前記ペイロードのデータ値を拡散するステップを
含み得る。
　前記拡散シーケンスは、各拡散シーケンスのセット内で直交し得る。
　前記複数の符号化方式の各々は、異なる基本プリアンブルシーケンスを更に含み、前記
パケットのプリアンブルを構成するステップは、前記ペイロードに適用された符号化方式
の基本プリアンブルシーケンスを前記ペイロードに適用された前記符号化方式の拡散因子
と同じ回数反復することによってパケットのプリアンブルを構成するステップを含み得る
。
 
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、無線チャネル環境に対して適切な符号化方式を適用することで、スル
ープット及びデータレートを向上させることができる。
　具体的に、指示子が示す符号化方式よりも推定された符号化方式が高速送信に適する場
合、より小さい拡散因子を推定された符号化方式のプリアンブルに適用することで、パケ
ットのヘッダの大きさを増加させることなくスループット及び全体的な送信効率を向上さ
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せることができる。
　また、符号化方式を推定するために、符号化方式に対応する拡散因子及び符号化方式を
示す指示子の複数の情報項目を用いることで、推定される符号化方式の正確度を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態によるパケット送信システムを示す図である。
【図２】一実施形態による送信機の構成を示す図である。
【図３】一実施形態によるパケットを示す図である。
【図４】一実施形態によるデータストリーム送信方法を示す図である。
【図５】一実施形態によるパケット送信方法を示すフローチャートである。
【図６】一実施形態による送信されるパケットを示す図である。
【図７】一実施形態による拡散因子により構成されるプリアンブルのシーケンスを示す図
である。
【図８】一実施形態による拡散因子により構成されるプリアンブルのシーケンスを示す図
である。
【図９】一実施形態による拡散因子に基づくＳＦＤ及びＰＨＲに対する拡散シーケンスを
示す図である。
【図１０】一実施形態によるＰＨＲを示す図である。
【図１１】一実施形態によるパケットに適用される変調方式を示す変調指示子を示す図で
ある。
【図１２】一実施形態によるパケットに適用される符号化方式を示すコーディング指示子
を示す図である。
【図１３】一実施形態によるＢＣＨ方式に対するプリアンブル形式、ＳＦＤ／ＰＨＲ拡散
形式、及び変調方式の組合せに対応するデータレートを示す図である。
【図１４】一実施形態によるＳＰＣ方式に対するプリアンブル形式、ＳＦＤ／ＰＨＲ拡散
形式、及び変調方式の組合せに対応するデータレートを示す図である。
【図１５】一実施形態による受信機の構成を示す図である。
【図１６】一実施形態によるパケット復号化方法を示すフローチャートである。
【図１７】一実施形態による拡散因子の検出方法を示すフローチャートである。
【図１８】一実施形態による指示子に基づいて復号化に用いられる符号化方式を決定する
方法を示すフローチャートである。
【図１９】一実施形態による推定された符号化方式を検証する方法を示すフローチャート
である。
【図２０】一実施形態による無線チャネル環境に関する情報を送信機に送信する方法を示
すフローチャートである。
【図２１】一実施形態によるパケット符号化方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本明細書で説明する方法、装置、及び／又はシステムの包括的な理解を助けるた
めの詳細な説明を読者に提供する。しかし、本明細書で説明する方法、装置、及び／又は
システムの様々な変更、変形、及び均等物は当業者にとって自明である。本明細書に記載
した動作の順序は一例であり、本明細書に記載したものに限定されない。当業者によって
動作の順序は変更され、特定順序で動作の除外が発生する可能性がある。また、当業者に
周知の機能及び構造の説明を簡潔性及び明確性のために省略する。
【００１６】
　図面及び詳細な説明において同一の参照符号は同一の部材を示す。図面は縮尺及び相対
的な大きさに比例しないこともあり、図面内の部材の描写は明確性、図示、及び便宜性の
ために誇張することがある。
【００１７】
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　本実施形態で用いる用語は、単に特定の実施形態を説明するために用いるものであって
、実施形態を限定しようとする意図はない。単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味を
もたない限り複数の表現を含む。本明細書において、「含む」又は「有する」等の用語は
明細書に記載した特徴、数字、ステップ、動作、構成要素、部品、又はこれらを組合せた
ものが存在することを示すものであって、１つ以上の他の特徴や数字、ステップ、動作、
構成要素、部品、又はこれを組合せたものなどの存在又は付加の可能性を予め排除しない
ものとして理解しなければならない。
【００１８】
　異なる定義がされない限り、技術的であるか又は科学的な用語を含む本明細書で用いる
全ての用語は、本実施形態が属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理
解されるものと同じ意味を有する。一般的に用いられる予め定義された用語は、関連技術
の文脈上で有する意味と一致する意味を有するものと解釈すべきであって、本明細書で明
白に定義しない限り、理想的又は過度に形式的な意味として解釈されることはない。
【００１９】
　図１は、一実施形態によるパケット送信システムを示す図である。
【００２０】
　パケット送信システム１００は、送信機１１０及び受信機１２０を含む。
【００２１】
　送信機１１０は、受信機１２０に送信しようとするデータをパケット単位で生成し、生
成されたデータのパケットを無線通信を用いて受信機１２０に送信する。送信機１１０及
び受信機１２０の各々は、コンピューター、携帯電話、タブレット、又は無線通信可能な
あらゆる電子装置である。
【００２２】
　無線通信は、例えばノイズを含む様々な非理想的なチャネル環境に晒される。無線チャ
ネルの品質又は送受信の距離などにより送受信可能なデータレート及び通信信頼度が変わ
る。変化する無線チャネルの環境に対応するため、パケットはデータレート及びエラー率
の性能を変化させる変調及びコーディング方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ：ＭＣＳ）が適用されて送信される。本明細書で、コーディング方
式及び符号化方式は同じ意味として用いられる。
【００２３】
　受信機１２０は、パケット内の符号化されたデータを取得するために符号化されたパケ
ットを復号化する。従って、受信機１２０は、パケットに適用された符号化方式を検出す
る。送信機１１０は、符号化方式に関する情報をパケット内の符号化されていないフィー
ルドに示す。例えば、符号化されていないフィールドはパケットのヘッダである。しかし
、このような方式はパケットのヘッダの大きさを増加させることがある。
【００２４】
　以下、パケットのヘッダの大きさを増加させることなくパケットを符号化する方法につ
いて、図２～図１４を参照して説明する。
【００２５】
　図２～図１４を参照して説明するパケット符号化方法は、パケット変調方法にも適用さ
れる。即ち、符号化は、変調に置き換えられ、復号化は復調に置き換えられる。
【００２６】
　図２は、一実施形態による送信機の構成を示す図である。
【００２７】
　送信機１１０は、通信部２１０、プロセッサ２２０、及びメモリ２３０を含む。
【００２８】
　通信部２１０はパケットを送信する。
【００２９】
　プロセッサ２２０はデータを処理する。
【００３０】
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　メモリ２３０は、通信部２１０が受信したデータ及びパケットを格納し、プロセッサ２
２０が処理したデータを格納する。
【００３１】
　以下、通信部２１０、プロセッサ２２０、及びメモリ２３０について、図３～図１５を
参照して説明する。
【００３２】
　図３は、一実施形態によるパケットを示す図である。
【００３３】
　パケット３００は、プリアンブル３１０、ＳＦＤ（Ｓｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ　Ｄｅｌｉ
ｍｉｔｅｒ）３２０、ＰＨＲ（ＰＨｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　Ｈｅａｄｅｒ）３３０、
ＰＳＤＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）３４０を含む。Ｐ
ＳＤＵ３４０は、物理層の上位階層から送信されたビット形式の符号化されていないデー
タのユニットであり、ペイロードである。
【００３４】
　本明細書で、パケット及びフレームは同じ意味として用いられる。
【００３５】
　プリアンブル３１０は、各フレームの先頭に記録されるビット列である。プリアンブル
３１０は、フレームを同期化するための特定のビットパターンを含む。例えば、特定のビ
ットパターンはビットが全て「１」のパターンである。
【００３６】
　ＳＦＤ３２０は、フレームの開始を識別し、同期化の再確認を識別する。
【００３７】
　ＰＨＲ３３０は、物理層に関する有用な情報を含むフィールドである。例えば、情報は
、長さ指示子、適用された変調方式、及び適用された符号化方式を含む。ＰＨＲ３３０は
、ＰＳＤＵ３４０の形式に関するフィールド及びヘッダチェックシーケンス（Ｈｅａｄｅ
ｒ　Ｃｈｅｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ：ＨＣＳ）を含む。ＨＣＳは、ＰＨＲ３３０でエラー
が発生したか否かを判断するために用いられる。
【００３８】
　ＰＨＲ３３０については、図１０を参照してより詳細に説明する。
【００３９】
　ＰＳＤＵ３４０は、送信機１１０が送信しようとするデータ及びＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ
ａｌ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）値を含む。
【００４０】
　図１及び図２を参照して説明した内容は図３にも適用されるが、簡潔性及び明確性のた
めに詳細な説明を省略する。
【００４１】
　図４は、一実施形態によるデータストリーム送信方法を示す図である。
【００４２】
　物理層は、物理層の上位階層からＰＳＤＵを受信する。高周波数（ＲＦ）処理及び送信
の前に、ステップ４１０～４６０のベースバンド処理がＰＳＤＵに対して実行される。
【００４３】
　ステップ４１０において、プロセッサ２２０は、チャネル誘導されたエラーからデータ
を保護し、データに亘って均一なエラー保護を保障するために、ＰＳＤＵを短縮されたＢ
ＣＨ（Ｂｏｓｅ、Ｃｈａｕｄｈｒｉ、Ｈｏｃｑｕｅｎｇｈｅｍ）コードを用いて符号化す
る。
【００４４】
　ステップ４２０において、プロセッサ２２０は、シンボルエラーのイベント内でビット
エラーを最小化するために、符号化されたＰＳＤＵに対してＦＥＣ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅ
ｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）コーディングを行い、インターリービングされたビッ
トストリームを生成するためにＦＥＣ－コーディングされたＰＳＤＵに対してビット－レ
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ベルインターリービングを行う。
【００４５】
　ステップ４３０において、プロセッサ２２０は、ステップ４２０でインターリービング
されたビットストリーム内のビットをシンボルに変換する。
【００４６】
　ステップ４４０において、プロセッサ２２０は、チャネルノイズ及び干渉に対するロバ
スト性（ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）を高めるために、シンボルからチップへのマッピングを
行うことで、ステップ４３０の各シンボルをチップのシーケンスに変換する。各チップは
信号である。チップのシーケンスは、拡散シーケンスである。複数のシンボルに対応する
シーケンスは直交する。例えば、シーケンスは「－１」、「０」、及び「１」を用いる３
進法で表される。
【００４７】
　ステップ４５０において、プロセッサ２２０は、送信信号内の直流（ＤＣ）成分及びハ
ーモニック成分を除去することで、スムーズに連続するパワースペクトル密度（Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ：ＰＳＤ）を生成するため、ランダム方式でステ
ップ４４０の拡散シーケンスの極性を反転する。ステップ４５０は、チップのクロックレ
ートで実行される。
【００４８】
　ステップ４６０において、プロセッサ２２０は、帯域外放射を制限するために反転され
た拡散シーケンスに対するパルス整形を行う。
【００４９】
　通信部２１０は、パルス整形された反転された拡散シーケンスを送信することによりデ
ータストリームを受信機１２０に送信する。
【００５０】
　追加的に、ステップ４６０が実行される前にステップ４７０が実行される。
【００５１】
　ステップ４７０において、プロセッサ２２０は、反転された拡散シーケンスにプリアン
ブル、ＳＦＤ、及びＰＨＲを追加する。
【００５２】
　ステップ４６０において、プロセッサ２２０は、プリアンブル、ＳＦＤ、ＰＨＲ、反転
された拡散シーケンスに対するパルス整形を行う。
【００５３】
　ステップ４１０～４７０を介してデータストリームが受信機１２０に送信される。
【００５４】
　図１～図３を参照して説明した内容は図４にも適用されるが、簡潔性及び明確性のため
に詳細な説明を省略する。
【００５５】
　図５は、一実施形態によるパケット送信方法を示すフローチャートである。
【００５６】
　ステップ５２０～５５０は、図４のステップ４１０～４６０のうちの関連するステップ
に対応する。即ち、ステップ５２０～５５０は、ステップ４１０～４７０を行うための詳
細ステップである。例えば、ステップ５２０及びステップ５５０はステップ４１０に対応
し、ステップ５３０及びステップ５４０はステップ４７０に対応する。
【００５７】
　ステップ５１０において、通信部２１０は、受信機１２０から無線チャネル環境に関す
るフィードバックを受信する。フィードバックは、受信機１２０がパケットを受信したデ
ータレート、チャネル品質指示子（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ：ＣＱＩ）、信号対雑音比（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：ＳＮＲ）
のうちのいずれか１つ以上に関する情報を含む。
【００５８】
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　一例において、ステップ５１０は選択的に実行される。例えば、受信機１２０がフィー
ドバックの送信が可能な無線チャネル環境に含まれる場合、通信部２１０は、受信機１２
０から無線チャネル環境に関するフィードバックを受信する。
【００５９】
　他の例にとして、ステップ５１０は実行されない。例えば、受信機１２０がフィードバ
ックの送信が不可能な無線チャネル環境に含まれる場合、通信部２１０は、受信機１２０
から無線チャネル環境に関するフィードバックを受信しない。
【００６０】
　通信部２１０がフィードバックを受信しない場合、通信部２１０は、無線チャネル環境
に基づいて符号化方式を再設定する。例えば、通信部２１０は、無線チャネルの状態に応
じて適切な符号化方式を選択する。
【００６１】
　ステップ５２０において、プロセッサ２２０は、無線チャネル環境に基づいて複数の符
号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決定する。
【００６２】
　一例において、プロセッサ２２０は、受信機１２０から受信したフィードバックに基づ
いて複数の符号化方式のうちのいずれか１つの符号化方式を決定する。例えば、複数の符
号化方式は、ＢＣＨコードを用いる符号化方式（以下、ＢＣＨ方式と略称する）及びＳＰ
Ｃ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐａｒｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ）コードを用いる符号化方式（以下、ＳＰ
Ｃ方式と略称する）を含む。
【００６３】
　他の例として、通信部２１０がフィードバックを受信しない場合、プロセッサ２２０は
、無線チャネル環境に基づいて符号化方式を再設定する。
【００６４】
　変調方式の場合、プロセッサ２２０は、無線チャネル環境に基づいて複数の変調方式の
うちのいずれか１つの変調方式を決定する。例えば、複数の変調方式は、１／１－ＴＯＯ
Ｋ（Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）、２／４－ＴＯＯＫ、３／８－ＴＯ
ＯＫ、及び５／３２－ＴＯＯＫを含む。変調方式は、当該技術分野における当業者にとっ
て周知のものであるため、ここでは詳細な説明を省略する。本明細書において、用語「Ｔ
ｅｒｎａｒｙ　Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ（ＴＯＯＫ）」は「Ｔｅｒｎａｒｙ　Ａｍｐ
ｌｉｔｕｄｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（ＴＡＳＫ）」に置き換えられる。
【００６５】
　複数のＴＯＯＫ変調方式は、Ｍ／Ｌ－ＴＯＯＫのように表され、ここでＭは１つのシン
ボルにマッピングされるビットの個数であり、Ｌは１つのシンボルに用いられるチップの
個数である。
【００６６】
　ステップ５３０において、プロセッサ２２０は、決定された符号化方式に対応する拡散
因子を決定する。拡散因子は、ビット又はシンボルをチップのシーケンスに変換するため
に用いられる因子である。例えば、拡散因子は４又は８である。拡散因子が４である場合
、１つのビット又は１つのシンボルが４個のチップを含むように１つのビット又は１つの
シンボルを変換することによってチップのシーケンスを取得する。拡散因子が８である場
合、１つのビット又は１つのシンボルが８個のチップを含むように１つのビット又は１つ
のシンボルを変換することによってチップのシーケンスを取得する。複数の符号化方式の
それぞれに対して拡散因子が予め設定される。例えば、ＳＰＣ方式に設定された拡散因子
は４であり、ＢＣＨ方式に設定された拡散因子は８である。
【００６７】
　送信機１１０及び受信機１２０は、複数の符号化方式の各々に対して設定された拡散因
子に関する情報を共有する。即ち、送信機１１０及び受信機１２０は、決定された符号化
方式に対する拡散因子に関する情報を共有する。例えば、送信機１１０及び受信機１２０
は、符号化方式に拡散因子をマッピングしたマッピングテーブルを共有する。
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【００６８】
　変調の場合、例えば、１／１－ＴＯＯＫ及び２／４－ＴＯＯＫに対応する拡散因子は４
又は８であり、３／８－ＴＯＯＫ及び５／３２－ＴＯＯＫに対応する拡散因子は８である
。
【００６９】
　ステップ５４０において、プロセッサ２２０は、決定された符号化方式に対応する拡散
因子をプリアンブルに適用することによってパケットのプリアンブルを構成する。プリア
ンブルは、拡散因子により設定された基本プリアンブルシーケンスを含む。
【００７０】
　複数の符号化方式に対応する複数の拡散因子に対応する拡散シーケンスは直交する。即
ち、複数の拡散シーケンスは他の拡散シーケンスと互いに無相関であり、複数の拡散シー
ケンスの間の相関値は「０」である。例えば、ＳＰＣ方式に対するビット「１」を示す第
１拡散シーケンスとＢＣＨ方式に対するビット「１」を示す第２拡散シーケンスとが直交
する場合、第１拡散シーケンスと第２拡散シーケンスとの間の相関値は「０」である。
【００７１】
　ステップ５５０において、プロセッサ２２０は、決定された符号化方式をペイロードに
適用することによってパケットのペイロードを符号化する。例えば、プロセッサ２２０は
、決定された符号化方式をＰＳＤＵに適用することによってＰＳＤＵを符号化する。
【００７２】
　変調の場合、プロセッサ２２０は、決定された変調方式をペイロードに適用することに
よってパケットのペイロードを変調する。
【００７３】
　図５で、ステップ５５０はステップ５４０が実行された後に実行されるものとして示し
ているが、ステップ５５０はステップ５３０及びステップ５４０と並列的に実行され得る
。一例において、プロセッサ２２０は、ステップ５３０及びステップ５４０を実行する間
にステップ５５０を実行する。他の例として、ステップ５５０が実行された後にステップ
５３０及びステップ５４０が実行される。
【００７４】
　ステップ５５０が実行された後、プロセッサ２２０は、プリアンブル、ＳＦＤ、及びＰ
ＨＲをペイロードに結合する。
【００７５】
　ＰＨＲは符号化方式を示す指示子を含む。
【００７６】
　プロセッサ２２０は、決定された符号化方式を指示子に示す。
【００７７】
　ステップ５６０において、通信部２１０は、プリアンブル、ＳＦＤ、ＰＨＲ、及びペイ
ロードを含むパケットを受信機１２０に送信する。パケットは、ＲＦ処理及びＲＦ送信を
用いて送信される。例えば、パケットにはパルス整形が行われる。
【００７８】
　図１～図４を参照して説明した内容は図５にも適用されるが、簡潔性及び明確性のため
に詳細な説明を省略する。
【００７９】
　図６は、一実施形態による送信されるパケットを示す図である。
【００８０】
　パケット６００のプリアンブル６１０は、決定された符号化方式に対応する拡散因子を
基本プリアンブルシーケンスに適用したプリアンブル形式を有する。プリアンブル形式は
、拡散シーケンスに基づいて構成された形式である。一例において、プリアンブル形式は
拡散因子４に対応するＰ２である。他の例として、プリアンブル形式は拡散因子８に対応
するＰ３である。
【００８１】
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　パケット６００のＳＦＤ６２０及びＰＨＲ６３０の各々は、決定された符号化方式に対
応する拡散因子が適用された拡散形式を有する。一例において、拡散形式は拡散因子４に
対応するＳ２である。他の例として、拡散形式は拡散因子８に対応するＳ３である。
【００８２】
　パケット６００のＰＳＤＵ６４０に適用された符号化方式（コーディング方式）は、Ｂ
ＣＨ方式又はＳＰＣ方式である。
【００８３】
　図１～図５を参照して説明した内容は図６にも適用されるが、簡潔性及び明確性のため
に詳細な説明を省略する。
【００８４】
　図７及び図８は、一実施形態による拡散因子により構成されるプリアンブルのシーケン
スを示す図である。
【００８５】
　異なるプリアンブルは、ＰＳＤＵのエネルギー効率を最大化するために多重データレー
ト及び符号化方式を支援するように定義される。
【００８６】
　本実施形態において、プリアンブルは、３２個のチップの基本プリアンブルシーケンス
を含む。プリアンブルは、Ｎｒｅｐ個の反復する基本シーケンスを含む。基本プリアンブ
ルシーケンスにおける最初の位置に該当するビットが基本プリアンブルである。
【００８７】
　一例において、３２個のチップを含む基本プリアンブルシーケンスは、プリアンブル形
式Ｐ２で用いられる。プリアンブル形式Ｐ２において、全体プリアンブルは「４」の拡散
因子に対応して基本プリアンブルシーケンスが４回反復する構造を有する、。シーケンス
の負の符号及び正の符号が識別不可能な非コヒーレントの受信機において、プリアンブル
シーケンスは、拡散因子に対応する周期を有する基本プリアンブルシーケンスの構造を有
し、例えば「４」の拡散因子に対応する「４」の周期を有する基本プリアンブルシーケン
スは、３２回反復される。
【００８８】
　他の例として、基本プリアンブルシーケンスは、プリアンブル形式Ｐ３で用いられる３
２個のチップを含む。プリアンブル形式Ｐ３で用いられる基本プリアンブルシーケンスは
、プリアンブル形式Ｐ２で用いられる基本プリアンブルシーケンスと異なる。プリアンブ
ル形式Ｐ３において、全体プリアンブルは、基本プリアンブルシーケンスが８回反復する
構造を有する。非コヒーレント受信機において、プリアンブルシーケンスは、基本プリア
ンブルシーケンスが拡散因子に対応する周期を有する構造を有し、例えば「８」の拡散因
子に対応する「８」の周期を有する基本プリアンブルシーケンスは、３２回反復される。
【００８９】
　用いられた拡散因子及び基本プリアンブルシーケンスに基づいて、２個の異なるプリア
ンブル、例えば形式Ｐ２及びＰ３が定義される。
【００９０】
　各基本プリアンブルシーケンスは異なる拡散因子に対応するため、基本プリアンブルシ
ーケンスは拡散因子により設定される。
【００９１】
　複数の符号化方式に対応する複数の異なる拡散因子に対応する基本プリアンブルシーケ
ンスは直交する。即ち、複数の基本プリアンブルシーケンスは互いに非コヒーレントであ
り、これにより複数の基本プリアンブルシーケンスの間の相関値は「０」である。
【００９２】
　例えば、図８で、プリアンブル形式Ｐ２の基本プリアンブルシーケンスとプリアンブル
形式Ｐ３の基本プリアンブルシーケンスとの間の相関値は「０」である。
【００９３】
　拡散されたＳＦＤ７２０及び拡散されたＰＨＲ７３０は、拡散シーケンスに基づいてそ
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れぞれＳＦＤ及びＰＨＲが拡散されることで得られた値である。
【００９４】
　拡散されたＳＦＤ７２０及び拡散されたＰＨＲ７３０については、図９を参照してより
詳細に説明する。
【００９５】
　図１～図６を参照して説明した内容は図７及び図８にも適用されるが、簡潔性及び明確
性のために詳細な説明を省略する。
【００９６】
　図９は、一実施形態による拡散因子に基づくＳＦＤ及びＰＨＲに対する拡散シーケンス
を示す図である。
【００９７】
　適用された拡散因子に基づいて、拡散因子及び拡散シーケンスの２個の異なる組合せ、
例えばＳ２及びＳ３は、ＳＦＤ及びＰＨＲの拡散形式で定義される。例えば、ＳＦＤ及び
ＰＨＲの拡散形式は、それぞれＳ２及びＳ３を参照する。
【００９８】
　拡散因子及び拡散シーケンスの２個の異なる組合せに基づいて、拡散されたＳＦＤ７２
０及び拡散されたＰＨＲ７３０が生成される。
【００９９】
　図１～図８を参照して説明した内容は図９にも適用されるが、簡潔性及び明確性のため
に詳細な説明を省略する。
【０１００】
　図１０は、一実施形態によるＰＨＲを示す図である。
【０１０１】
　ＰＨＲ３３０は、ＰＳＤＵ３４０の形式に関する有用な情報を含む。有用な情報は、例
えば、長さ指示子、変調指示子、及びコーディング指示子を含む。
【０１０２】
　長さ指示子は、ＰＳＤＵ３４０の長さを示す。本実施形態において、長さ指示子は、送
信シーケンス内に最初のビットとして最下位ビット（Ｌｅａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎ
ｔ　Ｂｉｔ：ＬＳＢ）を有する０～１２７バイトの範囲の長さを示す７ビットである。
【０１０３】
　変調指示子は、ＰＳＤＵ３４０に適用される変調方式を示す。例えば、変調指示子は２
ビットである。
【０１０４】
　コーディング指示子は、ＰＳＤＵ３４０に適用される符号化方式を示す。例えば、コー
ディング指示子は１ビットである。
【０１０５】
　変調指示子及びコーディング指示子の組合せは、送信形式指示子（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：ＴＦＩ）として参照される。ＴＦＩはＰＳ
ＤＵ３４０のＭＣＳを示す。
【０１０６】
　ＨＣＳは、ＰＨＲ３３０にエラーが発生したか否かを判断するために使用される。ＨＣ
Ｓは、下記の数式１で表される生成多項式（ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ
）に基づいて、ＰＨＲ３３０のうちからＨＣＳを除いたビットに２の補数法を適用するこ
とによって生成される。しかし、数式１は１つの実施形態を示したものであって、他の生
成多項式も用いられる。
【０１０７】
【数１】



(16) JP 6738281 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

 
【０１０８】
　図１１は、一実施形態によるパケットに適用される変調方式を示す変調指示子を示す図
である。
【０１０９】
　本実施形態において、変調指示子は、ＰＨＲ３３０の９番目及び１０番目のビットであ
る。例えば、変調指示子はＰＨＲ８及びＰＨＲ９である。
【０１１０】
　本実施形態において、２ビットの変調指示子を用いて４個の変調方式が表される。４個
の変調方式は、例えば、１／１－ＴＯＯＫ、２／４－ＴＯＯＫ、３／８－ＴＯＯＫ、及び
５／３２－ＴＯＯＫを含む。
【０１１１】
　図１～図１０を参照して説明した内容は図１１にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１１２】
　図１２は、一実施形態によるパケットに適用される符号化方式を示すコーディング指示
子を示す図である。
【０１１３】
　本実施形態において、コーディング指示子は、ＰＨＲ３３０の１１番目のビットである
。例えば、コーディング指示子はＰＨＲ１０である。
【０１１４】
　本実施形態において、２個の符号化方式は、１－ビットのコーディング指示子を用いて
示される。一例において、「０」に該当する符号化方式はＢＣＨ方式であり、「１」に該
当する符号化方式は予備の方式であるため、「１」に該当する符号化方式がない。他の例
として、「０」に該当する符号化方式はＢＣＨ方式であり、「１」に該当する符号化方式
はＳＰＣ方式である（図示せず）。
【０１１５】
　図１～図１１を参照して説明した内容は図１２にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１１６】
　図１３は、一実施形態によるＢＣＨ方式に対するプリアンブル形式、ＳＦＤ／ＰＨＲ拡
散形式、及び変調方式の組合せに対応するデータレートを示す図である。
【０１１７】
　図１３は、２．４ＧＨｚ及び９００ＭＨｚにおけるデータレートの一例を示す。２．４
ＧＨｚ及び９００ＭＨｚに対するチップレートは、１Ｍｃｐｓ及び６００ｋｃｐｓ（チッ
プ／秒）である。図１３に、このようなデータレートのために用いられるプリアンブル形
式及びＳＦＤ／ＰＨＲ拡散形式の例を示す。
【０１１８】
　一例において、図１３に示すＤ３及びＤ６のデータレートは、制御フレームに対して高
いデータレートを提供するために用いられる。例えば、制御フレームは、ビーコンフレー
ム、確認（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）フレーム、及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）命令フレームを含む。
【０１１９】
　図１～図１２を参照して説明した内容は図１３にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１２０】
　図１４は、一実施形態によるＳＰＣ方式に対するプリアンブル形式、ＳＦＤ／ＰＨＲ拡
散形式、及び変調方式の組合せに対応するデータレートを示す図である。
【０１２１】
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　一例において、選択的な符号化方式が適用される。選択的符号化方式は、図１２に示し
たたコーディング指示子の予備フィールドに示される。例えば、図１４を参照すると、Ｄ
８及びＤ９は、より高いデータレートを支援するためにＰＳＤＵにＳＰＣ方式を適用する
ことによって選択的なデータレートとして含まれる。
【０１２２】
　ＳＰＣ方式がＢＣＨ方式より高いコードレートを有するため、このようなＰＳＤＵ形式
、例えばＤ８及びＤ９は、図１４に示すように、より高いデータレートを提供するために
適用される。
【０１２３】
　図１～図１３を参照して説明した内容は図１４にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１２４】
　図１５は、一実施形態による受信機の構成を示す図である。
【０１２５】
　受信機１５００は、通信部１５１０、プロセッサ１５２０、及びメモリ１５３０を含む
。受信機１５００は、図１に示した受信機１２０に対応する。即ち、受信機１２０の説明
は受信機１５００に適用されるが、簡潔性及び明確性のために詳細な説明を省略する。
【０１２６】
　一例において、受信機１５００は、上述した送信機１１０に対応する。例えば、通信部
２１０が通信部１５１０に対応し、プロセッサ２２０がプロセッサ１５２０に対応し、メ
モリ２３０がメモリ１５３０に対応する。図１５～図２０を参照して受信機１５００のパ
ケット復号化方法を説明するが、受信機１５００は、図１～図１４を参照して説明したよ
うに、送信機１１０によって実行されるパケット送信方法も実行する。
【０１２７】
　通信部１５１０、プロセッサ１５２０、及びメモリ１５３０について、図１６～図２０
を参照してより詳細に説明する。
【０１２８】
　図１～図１４を参照して説明した内容は図１５にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１２９】
　図１６は、一実施形態によるパケットを復号化する方法を示すフローチャートである。
【０１３０】
　ステップ１６１０において、通信部１５１０は、送信機１１０からパケットを受信する
。例えば、受信されたパケットは、符号化方式及び変調方式のうちの少なくとも１つが適
用されたパケットである。本実施形態において、受信されたパケットは、図６に示したパ
ケット６００である。
【０１３１】
　ステップ１６２０において、プロセッサ１５２０は、パケット６００のプリアンブル６
１０に適用された拡散因子を検出する。
【０１３２】
　ステップ１６２０については、下記の図１７を参照してより詳細に説明する。
【０１３３】
　プロセッサ１５２０は、プリアンブル６１０のプリアンブルシーケンスを用いて拡散因
子を検出する。
【０１３４】
　ステップ１６３０において、プロセッサ１５２０は、検出された拡散因子に基づいてパ
ケット６００のペイロードに適用された符号化方式を推定する。本実施形態において、ペ
イロードはＰＳＤＵ６４０である。例えば、プロセッサ１５２０は、マッピングテーブル
を用いて、検出された拡散因子にマッピングされた符号化方式をデマッピングする。
【０１３５】
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　変調の場合、プロセッサ１５２０は、拡散因子に基づいてパケット６００のペイロード
に適用された変調方式を推定する。
【０１３６】
　ステップ１６４０において、プロセッサ１５２０は、推定された符号化方式基づいてパ
ケット６００のペイロードを復号化する。プロセッサ１５２０は、符号化方式に対応する
復号化方式に基づいてペイロードを復号化する。
【０１３７】
　変調の場合、プロセッサ１５２０は、推定された変調方式に基づいてパケットのペイロ
ードを復調する。
【０１３８】
　図１７～図２０を参照してパケット復号化方法についてより詳細に説明するが、その説
明はパケット復調方法にも適用される。即ち、符号化は変調に置き換えられ、復号化は復
調に置き換えられる。
【０１３９】
　図１～図１５を参照して説明した内容は図１６にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１４０】
　図１７は、一実施形態による拡散因子の検出方法を示すフローチャートである。
【０１４１】
　図１６に示したステップ１６２０は、ステップ１７１０及び１７２０を含む。
【０１４２】
　ステップ１７１０において、プロセッサ１５２０は、複数の拡散因子にそれぞれ対応す
る複数の基本プリアンブルシーケンスとプリアンブルとの間の相関値を算出する。
【０１４３】
　一例において、複数の基本プリアンブルシーケンスは直交する。即ち、複数の基本プリ
アンブルシーケンスは互いに非相関であることから、複数の基本プリアンブルシーケンス
の間の相関値は「０」である。これは、プリアンブルを生成するために用いられなかった
複数の基本プリアンブルシーケンスのうちの他の１つとプリアンブルとの間の相関値より
も明らかに大きいプリアンブルを生成するために用いられた基本プリアンブルシーケンス
とプリアンブルとの間の相関値をもたらす。
【０１４４】
　受信されたパケットにはノイズが含まれるため、受信されたパケットのプリアンブルに
もノイズが含まれる。
【０１４５】
　プロセッサ１５２０は、ノイズを考慮し、プリアンブルと複数の基本プリアンブルシー
ケンスとの間の相関値の各々を算出する。
【０１４６】
　例えば、ノイズを含むプリアンブルがｒであり、複数の基本プリアンブルシーケンスが
ｃ１及びｃ２である場合、ｒ＊ｃ１及びｒ＊ｃ２が相関値の算出結果として取得される。
演算子＊は相関演算を示す。
【０１４７】
　ステップ１７２０において、プロセッサ１５２０は、算出された相関値のうちから最も
大きい値の相関値を有する基本プリアンブルシーケンスに対応する拡散因子を検出する。
【０１４８】
　図１～図１６を参照して説明した内容は図１７にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１４９】
　図１８は、一実施形態による指示子に基づいて復号化に用いられる符号化方式を決定す
る方法を示すフローチャートである。
【０１５０】
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　本実施形態において、図１６に示したステップ１６３０が実行された後にステップ１８
１０が実行される。
【０１５１】
　本実施形態において、ステップ１６３０で推定された符号化方式は第１符号化方式であ
る。第１符号化方式は、明示的に検出されたものではなく、推定されたものであるため、
黙示的な符号化方式である。即ち、プリアンブルから黙示的に検出される。
【０１５２】
　パケット６００は、第２符号化方式を示す指示子を含む。本実施形態において、指示子
は図１０に示すコーディング指示子である。
【０１５３】
　ステップ１８１０において、プロセッサ１５２０は、指示子が示す第２符号化方式を検
出する。指示子のフィールド又は指示子を含むヘッダに送信過程でエラーが発生した場合
、検出された第２符号化方式は、エラーのために送信機１１０によって設定された符号化
方式と異なる。例えば、送信機１１０はＢＣＨ方式を示す値を指示子に設定したが、指示
子のフィールド又は指示子を含むヘッダにエラーが発生した場合に検出された第２符号化
方式はＳＰＣ方式である。本実施形態において、ヘッダは図１０に示したＰＨＲ３３０で
ある。
【０１５４】
　一例において、プロセッサ１５２０は、指示子を含むヘッダにエラーがあるか否かを判
断する。ヘッダにエラーがない場合、プロセッサ１２５０は第２符号化方式を検出する。
第２符号化方式がコーディング指示子から明示的に検出されたため、第２符号化方式は明
示的な符号化方式である。
【０１５５】
　ステップ１８２０において、プロセッサ１５２０は、推定された第１符号化方式と指示
子が示す第２符号化方式とが同一であるか否かを判断する。
【０１５６】
　第１符号化方式と第２符号化方式とが同一である場合、ステップ１８３０が実行される
。第１符号化方式及び第２符号化方式が同一でない場合、ステップ１８４０が実行される
。
【０１５７】
　本実施形態において、図１６に示すステップ１６４０はステップ１８３０及び１８４０
を含む。
【０１５８】
　ステップ１８３０において、第１符号化方式と第２符号化方式とが同一である場合、プ
ロセッサ１５２０は第１符号化方式に基づいてパケット６００のペイロードを復号化する
。
【０１５９】
　即ち、第１符号化方式と第２符号化方式とが同一である場合、推定された符号化方式は
、明示的な符号化方式としてみなされ、パケット６００のペイロードを復号化するために
用いられる。
【０１６０】
　ステップ１８４０において、第１符号化方式と第２符号化方式とが同一でない場合、プ
ロセッサ１５２０は、推定された第１符号化方式と指示子が示す第２符号化方式との間の
より大きい加重値を有する符号化方式に基づいてパケット６００のペイロードを復号化す
る。加重値は予め設定される。
【０１６１】
　一例において、加重値は、第２符号化方式に比べて第１符号化方式に対して、より大き
く予め設定される。
【０１６２】
　他の例として、加重値は、ＢＣＨ方式又はＳＰＣ方式のいずれか１つに、より大きく予
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め設定される。
【０１６３】
　符号化方式を推定するために拡散因子及び指示子の複数の情報項目を用いることで、推
定される符号化方式の正確度が高まる。推定される符号化方式の正確度が増加すると、ス
テップ１８４０で実行されなければならない信号処理の実行回数が減少することから、電
力消費が減少する。
【０１６４】
　図１～図１７を参照して説明した内容は図１８にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１６５】
　図１９は、一実施形態による推定された符号化方式を検証する方法を示すフローチャー
トである。
【０１６６】
　ステップ１９１０は、図１６に示したステップ１６３０が実行された後に実行される。
【０１６７】
　パケット６００は、送信機１１０によってパケット６００のペイロードに適用された符
号化方式を示す指示子を含む。本実施形態において、指示子は図１０に示すコーディング
指示子である。
【０１６８】
　ステップ１９１０において、プロセッサ１５２０は、推定された符号化方式を示す値を
指示子に設定する。
【０１６９】
　ステップ１９２０において、プロセッサ１５２０は、推定された符号化方式を示す値が
設定された指示子を含むヘッダにエラーがあるか否かを判断する。本実施形態において、
プロセッサ１５２０は、ヘッダにエラーがあるか否かを図１０に示したＰＨＲ３３０に含
まれるＨＣＳに基づいて判断する。
【０１７０】
　ヘッダにエラーがない場合、ステップ１６４０が実行される。
【０１７１】
　ヘッダにエラーがある場合、プロセッサ１５２０はパケット６００の復号化を中断する
。
【０１７２】
　図１～図１８を参照して説明した内容は図１９にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１７３】
　図２０は、一実施形態による無線チャネル環境に関する情報を送信機に送信する方法を
示すフローチャートである。
【０１７４】
　ステップ２０１０及び２０２０は、上述したステップ１６１０が実行された後に実行さ
れ、ステップ１６２０～１６４０と並列的に実行される。
【０１７５】
　ステップ２０１０において、プロセッサ１５２０は、パケット６００が送信された無線
チャネル環境に関する情報を生成する。情報は、データレート、ＣＱＩ、及びＳＮＲのう
ちの１つ以上を含む。生成された情報は、無線チャネル環境に関するフィードバックであ
る。
【０１７６】
　ステップ２０２０において、通信部１５１０は、生成された情報を送信機１１０に送信
する。
【０１７７】
　図１～図１９を参照して説明した内容は図２０にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
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ために詳細な説明を省略する。
【０１７８】
　図２１は、一実施形態によるパケット符号化方法を示すフローチャートである。
【０１７９】
　ステップ２１１０において、プロセッサ２２０は、パケット６００に適用される複数の
符号化方式に関する情報をメモリ２３０に格納する。
【０１８０】
　ステップ２１２０において、一例として、プロセッサ２２０は複数の符号化方式の各々
に対して異なる拡散因子を設定する。例えば、複数の異なる拡散因子を複数の符号化方式
にそれぞれマッピングすることによって、予め設定された複数の異なる拡散因子が複数の
符号化方式に対して設定される。
【０１８１】
　一例において、通信部２１０は複数の符号化方式に対して設定された複数の異なる拡散
因子を送信機１１０のユーザから受信する。プロセッサ２２０は、受信された複数の異な
る拡散因子を複数の符号化方式に対してそれぞれ設定する。それにより、受信された複数
の異なる拡散因子の各々のうちの異なる１つが複数の符号化方式の各々に対して設定され
る。
【０１８２】
　ステップ２１３０において、プロセッサ２２０は、無線チャネル環境に基づいて複数の
符号化方式のうちから決定された１つの符号化方式をペイロードに適用することによって
パケット６００のペイロードを符号化する。
【０１８３】
　ステップ２１４０において、プロセッサ２２０は、ペイロードに適用された符号化方式
に対して設定された拡散因子をプリアンブルに適用することによってパケット６００のプ
リアンブルを構成する。
【０１８４】
　パケット６００に適用される符号化方式を無線チャネル環境に基づいて変更することで
、符号化方式に対応する拡散因子がパケット６００に適用される。無線チャネル環境に対
して適切な符号化方式を適用することで、スループット及びデータレートのうちの少なく
とも１つが向上する。パケット６００に適用される符号化方式は、無線チャネル環境にお
いて最大スループットを提供する複数の符号化方式のうちの１つである。
【０１８５】
　例えば、第１符号化方式の第１コードレートは、第１符号化方式とは異なる第２符号化
方式の第２コードレートに類似する。複雑度の観点から第１符号化方式が第２符号化方式
よりも高速送信に対してより適する場合、第１符号化方式のプリアンブルに、より小さい
拡散因子を適用することで、スループット及び全体的な送信効率が向上する。より小さい
拡散因子を有するプリアンブルは、より小さい数の基本プリアンブルシーケンスで構成さ
れる。
【０１８６】
　一例において、プリアンブルに適用される拡散因子の大きさを減少させることによって
スループットが改善される。
【０１８７】
　図２１を参照してパケット符号化方法を説明したが、この説明はパケット変調方法にも
適用される。即ち、符号化は変調に置き換えて説明することができる。
【０１８８】
　図１～図２０を参照して説明した内容は図２１にも適用されるが、簡潔性及び明確性の
ために詳細な説明を省略する。
【０１８９】
　図１～図２１を参照して説明した様々なステップを実行する図１に示した送信機１１０
及び受信機１２０、図２に示した通信部２１０、プロセッサ２２０、及びメモリ２３０、
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図１５に示した通信部１５１０、プロセッサ１５２０、及びメモリ１５３０は、１つ以上
のハードウェアコンポーネント、１つ以上のソフトウェアコンポーネント、又は１つ以上
のハードウェアコンポーネント及び１つ以上のソフトウェアコンポーネントの組合せを用
いて具現される。
【０１９０】
　ハードウェアコンポーネントは、例えば、物理的に１つ以上のステップを実行する物理
装置であるが、これに限定されることはない。例えば、ハードウェアコンポーネントの例
として、レジスタ、キャパシタ、インダクター、電源供給装置、周波数発生器、演算増幅
器、電源増幅器、低域通過フィルタ、高域通過フィルタ、バンド通過フィルタ、アナログ
－デジタルコンバータ、デジタル－アナログコンバータ、及び処理装置を含む。
【０１９１】
　ソフトウェアコンポーネントは、例えば、１つ以上のステップを実行するためのソフト
ウェアによって制御される処理装置又は命令で具現されるが、これに限定されることはな
い。コンピュータ、コントローラ、又は他の制御装置は、処理装置としてソフトウェアを
実行し、命令を実行する。ソフトウェアコンポーネントが１つの処理装置によって具現さ
れ、２以上のソフトウェアコンポーネントが１つの処理装置によって具現され、１つのソ
フトウェアコンポーネントが２以上の処理装置によって具現され、２以上のソフトウェア
コンポーネントが２以上の処理装置により具現される。
【０１９２】
　処理装置は、１つ以上の一般的な目的又は特別な目的のコンピュータで具現される。例
えば、処理装置は、プロセッサ、コントローラ又は算術論理ユニット、デジタル信号プロ
セッサ、マイクロコンピュータ、フィールド－プログラミングアレイ、プログラミング論
理ユニット、マイクロプロセッサー、又はソフトウェア若しくは命令を実行する装置であ
る。処理装置は、オペレーティングシステム（ＯＳ）を実行し、ＯＳ下で運営される１つ
以上のソフトウェアアプリケーションを実行する。処理装置は、ソフトウェア又は命令を
実行させる際に、データをアクセス、格納、操作、処理、及び生成する。便宜上、本明細
書で用語「処理装置」を用いるが、当業者に処理装置が多重処理要素及び多重処理要素の
タイプを含むことは自明である。例えば、処理装置は、１つ以上のプロセッサ、又は１つ
以上のプロセッサ及び１つ以上のコントローラを含む。追加的に、並列プロセッサ又は多
重コアプロセッサのような異なる処理構成が可能である。
【０１９３】
　ステップＡを行うソフトウェアコンポーネントを実行するように具現された処理装置は
、ステップＡを行うためのソフトウェアを実行するか又は命令を実行するようにプログラ
ミングされたプロセッサを含む。追加的に、ステップＡ、ステップＢ、及びステップＣを
行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された処理装置は様々な構成を有する。例
えば、ステップＡ、Ｂ、及びＣを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された処
理装置、ステップＡを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第１処理装置
、及びステップＢ及びＣを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第２処理
装置、ステップＡ及びＢを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第１処理
装置及びステップＣを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第２処理装置
、ステップＡを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第１処理装置、ステ
ップＢを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第２処理装置及びステップ
Ｃを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第３処理装置、ステップＡ、Ｂ
、及びＣを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第１処理装置、ステップ
Ａ、Ｂ、及びＣを行うためのソフトウェアコンポーネントが具現された第２処理装置又は
ステップＡ、Ｂ、及びＣの１つ以上を行うための１つ以上のプロセッサで具現される。上
記実施形態を３個のステップＡ、Ｂ、及びＣとして言及したが、具現されるステップの数
字はこれに限定されず、所望する結果を取得するか又は所望する作業を行うために求めら
れるステップの数字である。
【０１９４】
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　本明細書に開示した実施形態を具現するための機能的プログラム、コード、及びコード
セグメントは、図面及び当該説明に基づいて関連する技術分野の通常の知識を有するプロ
グラマーによって容易に構成される。
【０１９５】
　ソフトウェアコンポーネントが具現された処理装置を制御するためのソフトウェア又は
命令は、１つ以上の所望するステップを行う独立的又は集合的な指示又は構成のためのコ
ンピュータプログラム、コードの一部、命令、又はその組合せを含む。ソフトウェア又は
命令は、コンパイラによって生成される機械コードのように処理装置によって直接的に実
行される機械コード及び／又はインタープリタを用いてプロセッサによって実行されるハ
イ－レベルコードを含む。ソフトウェア又は命令及び関連するデータ、データファイル、
及びデータ構造は、機械、コンポーネント、物理又は仮想ツール、コンピュータの記憶装
置又は処理装置に永久的又は一時的に具現される。ソフトウェア又は命令及び関連するデ
ータ、データファイル、及びデータ構造は、ネットワークに接続されたコンピュータシス
テムによって分散される。ソフトウェア又は命令及び関連するデータ、データファイル、
及びデータ構造は分散方式で格納されるか又は実行される。
【０１９６】
　本明細書は特定の実施形態を含むが、本実施形態の請求範囲及びその均等物の思想及び
範囲を逸脱することなく、形態及び細部事項で様々な変更が本実施形態に対して行われる
ことは当業者にとって自明である。例えば、説明した技術が他の順序で実行され、説明し
たシステム、アーキテクチャー、装置、又は回路が他の方式により組合され、他のコンポ
ーネント又はその均等物で補充されるか又は交換される場合に適切な結果が取得される。
従って、開示した内容の範囲は、詳細な説明によって定義されるものではなく、請求の範
囲、請求の範囲の均等物並びに請求の範囲及び均等物の範囲内の様々な全ての変更が開示
する内容に含まれるものと解釈されなければならない。
【符号の説明】
【０１９７】
　１００　　パケット送信システム
　１１０　　送信機
　１２０、１５００　　受信機
　２１０、１５１０　　通信部
　２２０、１５２０　　プロセッサ
　２３０、１５３０　　メモリ
　３００、６００　　パケット
　３１０、６１０、７１０　　プリアンブル
　３２０、６２０、７２０　　ＳＦＤ（Ｓｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ　Ｄｅｌｉｍｉｔｅｒ）
　３３０、６３０、７３０　　ＰＨＲ（ＰＨｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　Ｈｅａｄｅｒ）
　３４０、６４０　　ＰＳＤＵ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉ
ｔ）
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